
(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
磁気シールドルーム内に配置されたデュワーと、ヘリウム循環装置を収納する収納室内に
配置されたヘリウム循環装置と、それらを連通接続するトランスファーチューブとを備え
、座位および仰臥位等の複数の位置で使用可能な脳磁計において、前記トランスファーチ
ューブを拡開手段を有する固定部材と変位可能なシールド体とによって前記複数の位置で
前記磁気シールドルームの壁に固定できるようにしたことを特徴とするトランスファーチ
ューブの固定装置。
【請求項２】
前記トランスファーチューブは磁気シールドルームの壁に形成した孔内で連続的に移動可
能に構成されることを特徴とする請求項１に記載のトランスファーチューブの固定装置。
【請求項３】
前記磁気シールドルームを構成する壁は、少なくとも複数層の透磁性材料とその透磁性材
料を強固に保持するフレームとを備え、室内側の透磁性材料とその透磁性材料を強固に保
持するフレームに対して、前記拡開 を有する固定部材によりトランスファーチューブ
を固定できるようにしたことを特徴とする請求項２に記載のトランスファーチューブの固
定装置。
【請求項４】
前記固定部材は２分割で構成されていることを特徴とする請求項１～ のいずれか
に記載のトランスファーチューブの固定装置。
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【請求項５】
、パンタグラフ機構を使用したことを特徴とする請求項１

のいずれかに記載のトランスファーチューブの固定装置。
【請求項６】

は、油圧または空気圧を利用した機構であることを特徴とする請
求項１ のいずれかに記載のトランスファーチューブの固定装置。
【請求項７】
前記変位可能なシールド体は中間シールド体および円形シールド体で構成されていること
を特徴とする請求項１～請求項６のいずれかに記載のトランスファーチューブの固定装置
。
【請求項８】
前記円形シールド体は を有することを特徴とする請求項７に記載のト
ランスファーチューブの固定装置。
【請求項９】

【請求項１０】
、少なくとも防音、防振、防磁機能を有する

材料により構成されていることを特徴とする のいずれかに記載のトラ
ンスファーチューブの固定装置。
【請求項１１】

は、少なくとも防音、防振、防磁機能を有する
材料により、磁気シールドルームの壁に取り付けられていることを特徴とする請求項
に記載のトランスファーチューブの固定装置。
【発明の詳細な説明】
【０００１】
【発明の属する技術分野】
本発明は、人体あるいは生物体から発生する磁場の計測を行うための医療用診断装置に用
いるデュワーを、被検者の座位および仰臥位の両方の位置で使用可能とするために、デュ
ワーの座位および仰臥位の両方の位置に対応してトランスファーチューブを磁気シールド
ルームの壁に形成した長孔内を移動させた後、磁気シールドルームの壁に確実に固定でき
るようにしたトランスファーチューブの固定装置およびその方法に関するものである。
【０００２】
【従来の技術】
極めて多くの低温物性研究や超伝導素子を用いた計測器等の冷却に、液体ヘリウムは不可
欠である。また、人間の脳から発する磁界を検出する脳磁気計測システム等では脳の活動
を高時空間分解能で非侵襲的に計測できるＳＱＵＩＤ（超電導量子干渉計）が利用されて
おり、このＳＱＵＩＤの冷却にも液体ヘリウムが利用されている。
【０００３】
上述した装置等では現在ほとんどの場合、冷却のための液体ヘリウムは蒸発した後、大気
に放出する形となっており、上記システムに使用している従来からの液体へリュウム槽で
も、同槽から蒸発したヘリウムガスは、ほとんどの場合大気に開放している。しかし、こ
の場合１リットル当たり約１２００円する高価なヘリウムを多量に無駄に消費するため経
済的かつ資源的に問題があり、このため、蒸発したヘリウムガスを回収し再度液化して再
利用したいという要求は極めて強いものがある。
このため、最近では、液体ヘリウム貯留槽で気化したヘリウムガスを全量回収し、システ
ム内でヘリウムガス内の汚染物質を除去した後、再凝縮して液化する再循環システムが研
究されている（特許文献１）。
【０００４】
【特許文献１】
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シールド体拡開機構

前記シールド体拡開機構は、パンタグラフ機構を使用したことを特徴とする請求項８に記
載のトランスファーチューブの固定装置。

前記固定部材および変位可能なシールド体は
請求項１～請求項９

前記固定部材および変位可能なシールド体
１０



特開２０００－１９３３６４
【０００５】
【発明が解決しようとする課題】
上記出願中のヘリウム循環装置は、４ＫＧＭ冷凍機を用い回収したヘリウムガスの大半を
、冷却能力の大きい第１段目の冷凍サイクルを利用し、液体にすることなく、４０Ｋ程度
の低温ガスに冷却した後、デュワーのネックチューブ部に供給し、再度高温ガスとして回
収することによって冷却能力を発揮させる。次に回収された１部のガスは、全冷凍サイク
ルを利用し、４Ｋの液体ヘリウムにして、別の供給ラインからデュワーに注入することに
よって、デュワーを４Ｋに保持する。同時に蒸発したヘリウムガスをできるだけ低温で回
収し、直ちに液体ヘリウムに再凝縮して再度デュワーに戻すというシステムを採用してい
る。
【０００６】
ところで、上記システムは基本的には、デュワーは被検者が座位または仰臥位で使用する
ことを前提として構成されているため、デュワー自体は磁気シールドルーム内でデュワー
支持台に座位あるいは仰臥位に対応した状態で移動不能に確実に固定されており、またデ
ュワーにヘリウムを供給するヘリウム循環装置も、磁気シールドルームに隣接した設けた
収納室内でデュワーと同様に移動不能に適宜手段で固定されており、さらにデュワーとヘ
リウム循環装置を連通接続するトランスファーチューブも磁気シールドルームおよび収納
室を構成する壁を貫通した状態で壁に固定されている。
【０００７】
しかしながら、最近、デュワーを座位および仰臥位の両方の位置で使用できるようにした
いという要求がでてきており、デュワーおよびヘリウム循環装置を所定の回転軸を中心に
回転可能に構成する必要が生じてきた。また、それに伴って両者を連通接続するトランス
ファーチューブも壁に対して移動可能に支持するとともに、移動後は磁気シールドルーム
の壁に確実に固定できる構造が必要となってきた。
【０００８】
このような背景から、本発明は、上記の問題点を解決するために、座位および仰臥位で使
用可能な脳磁計において、磁気シールドルーム内に配置されたデュワーと収納室内に配置
されたヘリウム循環装置とを連通接続するトランスファーチューブがデュワーの座位およ
び仰臥位の両方の位置に対応して移動可能に構成され、移動後にはトランスファーチュー
ブが磁気シールドルームの壁に防音、防磁、防振した状態で確実に固定できるトランスフ
ァーチューブの固定装置および方法を提供することを目的とする。
【０００９】
【課題を解決するための手段】
このため、本発明が採用した技術解決手段は、
磁気シールドルーム内に配置されたデュワーと、ヘリウム循環装置を収納する収納室内に
配置されたヘリウム循環装置と、それらを連通接続するトランスファーチューブとを備え
、座位および仰臥位等の複数の位置で使用可能な脳磁計において、前記トランスファーチ
ューブを拡開手段を有する固定部材と変位可能なシールド体とによって前記複数の位置で
前記磁気シールドルームの壁に固定できるようにしたことを特徴とするトランスファーチ
ューブの固定装置である。
また、前記トランスファーチューブは磁気シールドルームの壁に形成した孔内で連続的に
移動可能に構成されることを特徴とするトランスファーチューブの固定装置である。
また、前記磁気シールドルームを構成する壁は、少なくとも複数層の透磁性材料とその透
磁性材料を強固に保持するフレームとを備え、室内側の透磁性材料とその透磁性材料を強
固に保持するフレームに対して、前記拡開 有する固定部材によりトランスファーチ
ューブを固定できるようにしたことを特徴とするトランスファーチューブの固定装置であ
る。
また、前記固定部材は２分割で構成されていることを特徴とするトランスファーチューブ
の固定装置である。
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また、 、パンタグラフ機構を使用したことを特徴とするトラン
スファーチューブの固定装置である。
また、 は、油圧または空気圧を利用した機構であることを特徴と
するトランスファーチューブの固定装置である。
前記変位可能なシールド体は中間シールド体および円形シールド体で構成されていること
を特徴とするトランスファーチューブの固定装置である。
また、前記円形シールド体は を有することを特徴とするトランスファ
ーチューブの固定装置である。

ある。
また、 、少なくとも防音、防振、防磁機能を
有する材料により構成されていることを特徴とするトランスファーチューブの固定装置で
ある。
また、 は、少なくとも防音、防振、防磁機能を
有する材料により、磁気シールドルームの壁に取り付けられていることを特徴とするトラ
ンスファーチューブの固定装置である。
【００１０】
【発明の実施形態】
以下、図面を参照して本発明に係るトランスファーチューブの固定装置の構成を説明する
と、図１はデュワーを収納した磁気シールドルームとヘリウム循環装置を収納した収納室
の平面図、図２は図１中のＡ－Ａ矢視図、図３は図１中のＢ－Ｂ断面図、図４は磁気シー
ルドルームに形成した長孔の正面図である。
【００１１】
図において、１は非磁性材で囲まれた磁気シールドルームであり、磁気シールドルーム１
は出入口１Ａを有し、さらに磁気シールドルーム内にはデュワー２が配置されている。デ
ュワー２は公知のものであり、支持台３上に軸４、４を中心に図２に示すように揺動自在
に支持され、被検者６が座位および仰臥位の両方の位置をとることができるようになって
いる。尚、支持台３の形状、デュワーに設ける軸部材等は設計時において適宜選択できる
ものでる。また図２中、符号５はベッドである。
【００１２】
図１において符号７はヘリウム循環装置８を収納する収納室であり、収納室７には、前記
デュワー２から蒸発したヘリウムを再液化するとともに、デュワー２内で不足したヘリウ
ムを適宜供給することができる公知のヘリウム循環装置８が収納配置されている。
ヘリウム循環装置８は、ヘリウムガスを再液化するための公知の冷凍機等を備えており、
これらは図３に示すように所定のケース８Ａ内に納められコンパクトに纏められている。
そしてヘリウム循環装置８も、前記デュワー２の回転軸４、４と同じ回転軸線９上で軸９
Ａにより揺動自在に支持されている。なお、ヘリウム循環装置８の軸支持方向も、ヘリウ
ム循環装置８が軸線９上で揺動できる機構は設計時において適宜機構を選択することがで
きる。
【００１３】
回転軸９Ａにはウォームギヤ機構等からなる減速機構１０を介して回転ハンドル１１が接
続され、回転ハンドル１１を操作することでヘリウム循環装置８を回転軸線９回りに回転
できる構成となっている。ヘリウム循環装置８には、同装置で再液化したヘリウムをデュ
ワー２に供給するとともに、デュワー２で蒸発したヘリウムをヘリウム循環装置８に戻す
ことができるトランスファーチューブ１２が接続されている。トランスファーチューブ１
２は図３に示すようにデュワー２に密封状態で連通接続されており、このトランスファー
チューブ１２によりヘリウム循環装置８とデュワー２とは一体化された構造となっている
。なお、トランスファーチューブ１２は、熱効率を高めるために、公知の比較的径が太く
非可撓性の強度のある多層管が使用されている。
【００１４】
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シールド体拡開機構

また、前記シールド体拡開機構は、パンタグラフ機構を使用したことを特徴とするトラン
スファーチューブの固定装置で

前記固定部材および変位可能なシールド体は
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ヘリウム循環装置８には回転軸線９に対して反対側に着脱自在のカウンターバランス１３
が取り付けられており、カウンターバランス１３の作用によりヘリウム循環装置８とのバ
ランスを調整して軽い力で同装置を簡単に揺動できるようになっている。カウンターバラ
ンス１３はヘリウム装置８の回転軸線９に対して反対側に錘１３を取り付けた構造となっ
ており、また錘１３は、ネジ１３Ａにより回転軸線９からの距離を自由に変更できるとも
に適宜錘の個数を変更できるようになっている。
【００１５】
デュワー２を収納する磁気シールドルーム１内には、磁気シールドルーム１内からヘリウ
ム循環装置８を回転させることができる回転シャフト１４が取り付けられている（図３参
照）。この回転シャフト１４は回転軸線９と同じ軸線上に配置されており、回転シャフト
１４を利用してヘリウム循環装置８を回転させる時には、磁気シールドルーム１内から、
図３中、回転シャフト１４を右方に移動してヘリウム循環装置８の前記回転軸９Ａにスプ
ライン結合する。その後、回転シャフト１４を回転するとヘリウム循環装置８を軸線９を
中心に揺動させることができるようになっている。また回転シャフト１４を図中左方に移
動すると、回転軸９Ａのスプラインから回転シャフト１４が引き抜かれて分離され、ヘリ
ウム循環装置８の振動が回転シャフト１４に伝達しない構成となっている。このようにす
ることで、磁気シールドに回転シャフト１４を介して不要の振動が伝達することが防止さ
れる。
【００１６】
ヘリウム循環装置８に接続されたトランスファーチューブ１２は収納室７内で、防振部材
１７を介してヘリウム循環装置８の固定側（本例ではヘリウム循環装置の回転軸を支持す
る軸受）に固定されており、トランスファーチューブ１２の振動を抑制している。
また収納室７の内壁は防音および磁気シールド材７Ａが隙間無く貼られており、ヘリウム
循環装置８から発生した音や磁気が収納室７外に漏れないようになっている。
【００１７】
ヘリウム循環装置８に連通接続されたトランスファーチューブ１２は、収納室７の壁およ
び磁気シールドルーム１の壁３０を貫通して配置され、その貫通孔は図２、図４に示すよ
うにヘリウム循環装置８が回転した時にトランスファーチューブ１２も一体で移動できる
ように、軸４を中心にして形成した円弧状の長孔１８、２０となっている。この長孔１８
、２０には、デュワーの位置（座位あるいは仰臥位）が決まりトランスファーチューブ１
２の位置が決められた段階でトランスファーチューブ１２の部分を除く開口部が、防音、
防振、防磁機能を有するシールド部材１９、２１で充填され、完全に密閉できるようにな
っている。これらのシールド部材のうち収納室７側のシールド部材は防音、防振、防磁性
を持ったシールド材で適宜充填される。また磁気シールドルーム１側のシールド部材２１
は、トランスファーチューブ１２を長孔２０内にしっかりと固定できる特別の拡開機構を
備えた構造となっている。
【００１８】
上記磁気シールドルーム１の壁を充填する前記シールド部材２１は、トランスファーチュ
ーブの固定装置を兼ねており、トランスファーチューブを固定するための固定部材３６、
中間シールド体３７、円形シールド体３８とから構成されている（図５参照）。
ここで、磁気シールドルーム１の壁３０を貫通するトランスファーチューブを固定するた
めの固定部材を図面を参照して説明する。図５は長孔を塞ぐシールド部材２１を構成する
固定部材３６、中間シールド体３７、円形シールド体３８を室外側から室内側に見た斜視
図、図６は磁気シールドルームの壁３０に形成する長孔２０の断面図および正面図である
。
【００１９】
磁気シールドルームの壁３０は、図６、８に示すように３層構造（室内側から１層３１、
２層３２、３層３３）となっており、これらの層は何れも透磁性材料（例えばパーマロイ
等）で構成され、さらに１層目は図６、８にも示すようにアルミ製の強固なフレーム５０
に強固に固定され、さらに２層目３２、３層目３３も強固なアルミ製のフレム５１に強固
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固定され、フレーム５０と２層目３２との間には絶縁材５２が設けられ、これらによって
一体の壁が構成されている。また壁３０にはトランスファーチューブの移動を許容できる
長孔２０が形成されている。長孔２０は、図６に示すように前記第２層３２、第３層３３
に形成する第２長孔３５と、第１層に形成する第１長孔３４とからなり、第２長孔３５は
トランスファーチューブの移動軌跡に略合った形状の孔３５が形成され、また第１層３１
には、後述するトランスファーチューブの固定部材３６および中間シールド体３７、円形
シールド体３８を嵌合することができる孔３４が形成されている。このため、デュワー２
の揺動によりトランスファーチューブは第１層～第３層に形成された第１長孔３４、第２
長孔３５内をデュワーの回転につれて、移動できる構成となっている。
トランスファーチューブ１２の固定部材３６は、図５に示すようにトランスファーチュー
ブの周囲に少なくとも左右対象に配置される第１部材３６ａ、第２部材３６ｂとのより構
成されている。なお本例では固定部材３６は２分割されているが、固定部材３６は必ずし
も２分割する必要はなく、３個以上適宜の個数に分割することも可能である。
【００２０】
固定部材、中間シールド体、円形シールド体の構造を説明する。
図７は固定部材の正面図、図８は固定部材によりトランスファーチューブを固定、非固定
の状態を説明する断面図、図９はトランスファーチューブを壁３０に固定した状態の断面
図および正面図である。なお、固定部材を構成する第１部材３６ａ、第２部材３６ｂは同
じ機構であるため、ここでは一方の機構を中心に説明する。
固定部材３６ａは、図７、図８に示すようにトランスファーチューブの周囲に上下方向位
置に配置し（固定部材を例えば図５、図９に示すようにトランスファーチューブの左右に
配置することも可能である）、トランスファーチューブの周囲に当接する第１当接部材４
０と、前記第１層３１のフレーム５０に当接する第２当接部材４１と、第１、第２当接部
材４０、４１の間に配置したパンタグラフ式の拡開機構４２とを備えており、これらによ
り拡開手段を構成している。前記当接部材４０、４１および拡開機構４２は鍔４５（図５
参照）を有する収納ケース４６（図５参照）内に収納支持されており、収納ケース４６の
外部に設けたロックハンドル４３により拡開機構４２を操作できる構造となっている。ま
た第１当接部材４０、第２当接部材４１は相手側との当接面積を可能な限り大きく形成す
ることが望ましく、さらに必要に応じて当接部に防音、防振、防磁機能を有する材料等（
ウレタン等）を設ける。
【００２１】
また中間シールド体３７は、図５に示すように円形シールド体と固定部材との間の開口部
を塞ぐ形状をしており、鍔３７ａを備え、防音、防振、防磁機能を有する材料で構成され
ている。
さらに円形シールド体３８は、図５に示すように鍔３８ａを有する円筒をしており、この
円筒形の内部には、図９に示すように固定部材に設けたパンタグラフ式の拡開機構と同様
の が備えられている。この Ａも、前記
固定部材側の拡開機構と同様に相手側との当接面積は可能な限り大きく形成することが望
ましく、さらに必要に応じて防音、防振、防磁機能を有する材料を利用して構成すること
が望ましい。さらに拡開機構はトランスファーチューブの上下方向、左右方向のいずれの
位置に配置することも可能である。
【００２２】
続いて上記固定部材３６、中間シールド体３７、円形シールド体３８によるトランスファ
ーチューブ１２の固定方法および開口部のシールド状況を説明する。長孔２０内の一方側
の端部にトランスファーチューブ１２が位置決めされ後（本例では図９に示すようにトラ
ンスファーチューブが図中右側に位置決めされた状況を説明する）、２分割された固定部
材３６が例えば図８に示すようにトランスファーチューブ１２の周囲の上下位置に配置さ
れる。またトランスファーチューブ１２とは反対側の長孔２０内には、円形シールド体３
８が配置され、さらに固定部材３６と円形シールド体３８の中間開口部には中間シールド
体３７が配置される。
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【００２３】
この状態で固定部材３６側のロックハンドル４３を操作すると図８に示すように拡開機構
４２を構成するネジ部材４４が回転し、第１当接部材４０および、第２当接部材４１が拡
開し、トランスファーチューブの周囲と第１層３１を保持するフレーム５０との間で突っ
張り状態となり、トランスファーチューブを確実に固定することができる。また、円形シ
ールド体３８側でも同様にロックハンドル３８Ｂを操作すると
の第１当接部材および、第２当接部材が拡開し、中間シールド体３７と磁気シールドルー
ムの第１層３１の壁との間で突っ張り状態となり、中間シールド体３７をしっかりと固定
することができる。
【００２４】
なお固定部材３６の収納ケース４６と第１層３１のフレーム５０壁との当接部、および収
納ケース４６と中間シールド体３７との当接部には、防音、防振、防磁機能を有する適宜
シールド材が配置され、室外から室内への音、振動、磁気の進入を防止するようにしてあ
る。
また固定部材３６の収納ケース４６と磁気シールドルーム１の壁３０を構成する第２層３
２、第３層３３との接合部、中間シールド体３７、円形シールド体３８との間にも適宜、
防音、防振、防磁機能を有するシールド材を配置し、室内への音、振動、磁気の進入を防
止するようにしてある。なお、図８中、４７、４８は防音、防振、防磁機能を有するシー
ルド材である。重要なことは長孔２０とその長孔を埋める固定部材、各シールド体との間
、トランスファーチューブと固定部材との間からは音、磁気、振動がシールドルーム内に
侵入することが無いようにシールド機能を保持しておくことである。
【００２５】
上記のように構成したデュワーを座位から仰臥位に揺動する手順を説明する。システムの
運転を停止し、それぞれの長孔１８、２０を塞いでいたシールド部材１９、２１を取り除
き、回転ハンドル１１あるいは回転シャフト１４を回してヘリウム循環装置８を軸線９回
りに揺動させる。
回転シャフト１４を使用してヘリウム循環装置８を回転する場合には回転シャフト１４を
図３中、右方に移動して軸９にスプライン結合すると、回転シャフト１４を回転させるこ
とでヘリウム循環装置８を揺動することができる。ヘリウム循環装置８を所定の位置に揺
動した後は、回転シャフト１４を図３中、左方に引き抜いて回転軸９Ａから切り離すこと
で、ヘリウム循環装置の振動が磁気シールドルーム内に伝達することを防止できる。また
収納室７内で操作ハンドル１１を回転することで収容室内でもヘリウム循環装置８を揺動
することができる。
【００２６】
ヘリウム循環装置８の揺動によりトランスファーチューブ１２で一体に結合されているデ
ュワー２も同じように軸４、４を中心に揺動し仰臥位置に移動する。デュワー２およびヘ
リウム循環装置８の揺動動作が終了すると、磁気シールドルームおよび収納室側の長孔１
８、２０を前述したシールド部材１９、２１を使用して完全に塞ぐ。
【００２７】
具体的には、磁気シールドルーム側の第１層３１のフレーム５０では、図９に示すように
トランスファーチューブが移動して位置決めされた位置で、２分割された固定部材３６を
トランスファーチューブの周囲に配置する（図９では固定部材３６をトランスファーチュ
ーブの左右に配置しているが、当然のことながら上下位置に配置することもできる）。ま
た固定部材３６に連続して中間シールド体３７を配置し、さらに、中間シールド体３７と
第１層３１の壁との間に円形シールド体３８を配置する。それぞれの部材３６～３８が長
孔内に設置された状況で、固定部材３６のロック用ハンドル４３を回すとパンタグラフ式
の拡開機構が開き、第１部材４０、第２部材４１がトランスファーチューブおよび第１層
３１のフレームに当接し、トランスファーチューブを突っ張り状態で保持する。
【００２８】
また円形シールド体３８もロックハンドルを操作することで図９に示すように内部の
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、中間シールド体３７および第１層３１のフレーム５０との
間に確実に固定される。
また、このような状況の時には、固定部材３６と第１層３１の壁あるいは中間シールド体
３７との間の隙間、円形シールド体３８と壁３０あるいは中間シールド体３７との間の隙
間は、防振、防磁機能を有する材料で適宜密閉され、外部からの振動あるいは磁気が磁気
シールドルーム内に侵入することを防止する。
またトランスファーチューブから伝達する振動も固定部材３６内で吸収され、デュワー２
に伝わらないようにしてある。
このようにトランスファーチューブ１２を固定したのち、装置の運転を再開することによ
り仰臥位置での検査を行うことができる。
【００２９】
なおヘリウム循環装置にはカウンターバランス１３が設けられているため、軸回りの回転
は円滑に行われる。また、ヘリウム循環装置８に接続される冷媒用チューブや電気配線等
のケーブルは回転軸受１６によって支持されるため、無理な力がかからず、ヘリウム循環
装置８はスムーズに揺動することができる。また、トランスファーチューブ１２の振動は
防振部材１７により抑制され、磁気シールドルーム１内のデュワー２に伝達されることは
無くなる。このように、ヘリウム循環装置８の運転中は、トランスファーチューブ１２の
振動は防振部材１７で抑制されるため、また、ヘリウム循環装置８から発生する微弱な磁
力、音は収容室７を構成する壁７Ａにより殆ど吸収され、磁気シールドルームに進入する
ことはなくなる。
【００３０】
本発明の実施形態について説明したが、磁気シールド材、防音材（ウレタン系の材料等）
、防振材（たとえば比較的硬いゴム系材料等）、それらの固着方法、トランスファーチュ
ーブの固定、支持方法、さらには、デュワーおよびヘリウム循環装置の回転手段等は設計
時に、適宜選択できるものである。例えば、拡開機構としてパンタグラフ式の機構を採用
しているが、油圧あるいはガス圧を利用して風船状のもとの膨張させトランスファーチュ
ーブを固定することもできる。また、固定部材、中間シールド体、円形シールド体は図示
したものに限定することなく、設計時において適宜変更することが可能であり、例えば固
定部材に於ける収納ケース等も適宜省略することも可能である。また固定装置の配置は、
トランスファーチューブの上下方向、左右方向、あるいは周囲を３等分した位置など適宜
選択することができる。
さらに、本発明はその精神または主要な特徴から逸脱することなく、他のいかなる形でも
実施できる。そのため、前述の実施形態はあらゆる点で単なる例示にすぎず限定的に解釈
してはならない。
【００３１】
【発明の効果】
以上説明したように、本発明によれば、磁気シールドルーム内に配置されたデュワーと、
循環装置収納室内に配置されたヘリウム循環装置と、それらを連通接続するトランスファ
ーチューブとからなる脳磁計において、デュワーが座位および仰臥位の両方の位置に移動
しても、それに対応してトランスファーチューブを移動させることができ、その後確実に
トランスファーチューブを磁気シールドルームの壁に固定できる。また外部からの磁気、
音、振動等が磁気シールドルーム内に侵入することを確実に防止できる、という優れた効
果を奏することができる。
【図面の簡単な説明】
【図１】本実施形態に係るデュワーを収納した磁気シールドルームとヘリウム循環装置を
収納した収納室の平面図である。
【図２】図１中のＡ－Ａ矢視図である。
【図３】図１中のＢ－Ｂ断面図である。
【図４】磁気シールドルームに形成した長孔の正面図である。
【図５】長孔を塞ぐシールド部材を構成する固定部材、中間シールド体、円形シールド体

10

20

30

40

50

(8) JP 3616389 B2 2005.2.2

ルド体拡開機構３８Ａが開き



を室外側から室内側に見た斜視図である。
【図６】磁気シールドルームの壁に形成する長孔の断面図および正面図である。
【図７】固定部材の正面図である。
【図８】固定部材によりトランスファーチューブを固定、非固定の状態を説明する断面図
である。
【図９】トランスファーチューブを壁に固定した状態の断面図および正面図である。
【符号の説明】
１　　　　　　　磁気シールドルーム
２　　　　　　　デュワー
３　　　　　　　支持台
４　　　　　　　軸
５　　　　　　　ベッド
６　　　　　　　被検者
７　　　　　　　収納室
８　　　　　　　ヘリウム循環装置
９　　　　　　　回転軸線
１０　　　　　　減速機構
１１　　　　　　回転ハンドル
１２　　　　　　トランスファーチューブ
１３　　　　　　カウンターバランス
１４　　　　　　回転シャフト
１７　　　　　　防振部材
１８、２０　　　長孔
１９、２１　　　防音、磁気シールド材
３０　　　　　　磁気シールドルームの壁
３１　　　　　　第１層
３２　　　　　　第２層
３３　　　　　　第３層
３４　　　　　　第２長孔
３５　　　　　　第１長孔
３６　　　　　　固定部材
３７　　　　　　中間シールド体
３８　　　　　　円形シールド体
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【 図 １ 】 【 図 ２ 】

【 図 ３ 】 【 図 ４ 】
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【 図 ５ 】 【 図 ６ 】

【 図 ７ 】 【 図 ８ 】

(11) JP 3616389 B2 2005.2.2



【 図 ９ 】
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